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軽度者に対する福祉用具貸与の事務取扱いの概要

●軽度者に対する福祉用具貸与の事務取扱いについて

要支援１、要支援２及び要介護１の者（いわゆる軽度者）は、その状態像から見て福祉用具
の使用が想定しにくいため、

・車いす

・車いす付属品

・特殊寝台

・特殊寝台付属品

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト（つり具の部分を除く）

・自動排泄処理装置 （尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

の利用に対して、原則として介護報酬は算定できません。しかしながら軽度者であっても、定
められた状態像に該当する者については、例外的に給付が認められています。

なお、平成 24 年 4 月 より貸与品目に追加された 「自動排泄処理装置」においては 要介護２
及び要介護３においても原則介護報酬算定外の取扱いとなりますので、利用される際には、同
様に必要性を判断することで例外的に給付が認められています。
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軽度者に対する福祉用具貸与の可否についての判断基準
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●軽度者に対する福祉用具貸与の可否についての判断基準



直近の認定調査の結果による判断
（平成１８年４月規定）（資料P3①に該当する場合）
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●P3①に該当する場合
直近の認定調査の基本調査結果が

左に定める状態像に該当する者につ
いては、軽度者であっても例外的に
給付が認められています。

※

ア 車いす及び同附属品

オ 移動用リフト（除つり具部分）

について、該当する認定調査の判断
項目がないため、主治医から得た情
報及びサービス担当者会議等を通じ
た適切なケアマネジメントにより、
ケアマネジャー（地域包括支援セン
ター職員及び計画作成担当者を含む。
以下同じ。）が判断すること。

※（右記）

※（右記）



医師の医学的な所見に基づき市が確認を行う場合
（平成１９年４月規定）（資料P3②に該当する場合）
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●P3②に該当する場合

次の Ａ～Ｃすべてを満たしてい
る場合、市へ確認依頼を提出し
て認められた場合には、P2にあ
ります福祉用具の貸与が可能と
なっています 。

Ａ 医師の医学的な所見に基づ

く状態像が 、左のいずれかに

該当していること

Ｂ サービス担当者会議等を通

じた適切なケアマネジメント

により福祉用具貸与が特に必

要である旨が判断されている

こと

Ｃ 市の判断

市が書面等確実な方法によ

り確認することにより、その

必要性を判断していること



確認申請を行う場合の注意事項等⑴
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●軽度者に対する福祉用具貸与の確認申請を行い認められた利用者について、

更新申請等により要支援・要介護認定度が変更された場合

軽度者に対する福祉用具貸与の確認依頼を行い必要であると判断された利用者が、更新申請
等により要支援・要介護認定度の変更があった場合で、認定調査のうち貸与する福祉用具に関
係する基本調査（詳細は資料のP4を参照）の結果が変わらなかった場合であれば、確認依頼は
不要です。

ただし変更後に、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具
貸与について引き続き必要である旨の判断が必要です。

（例）

特殊寝台の利用者（認定調査の結果のうち「基本調査１－３、１－４」が関係）

Ｒ6.9.1～Ｒ7.8.31 要介護１ 基本調査１－３「つかまればできる」１－４「できる」

Ｒ7.9.1～Ｒ8.8.31 要支援２ 基本調査１－３「つかまればできる」１－４「できる」

この場合、要支援・要介護認定度は要介護１から要支援２に変更となりましたが、

認定調査の基本調査の結果については変更がないため、再度の確認依頼は不要です。



確認申請を行う場合の注意事項等⑵
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●医師の医学的な所見に基づく判断について

軽度者に対する福祉用具貸与は、 医師の医学的な所見に基づく状態像が 、次のいずれかに該
当していることが条件となります。（詳細は資料のP5を参照）

(ⅰ)頻繁な状態変動

(ⅱ)急性増悪

(ⅲ)重篤化回避

このため、利用者の状態が上記(ⅰ)～(ⅲ)のどれに該当するか、また、改善のために何の福祉
用具貸与が必要なのか、次のことを記した医学的な所見の確認書類の提出を求めています。

・利用者の状態及びその状態が(ⅰ)～(ⅲ)のどれに該当するか。

・改善のために何の福祉用具の貸与が必要なのか。

（医学的な所見の例）

利用者はパーキンソン病に罹患しており内服加療中であることから、朝夕の状態が不安

定であり、(ⅰ)頻繁な状態変動に該当する。通常のベッドでは起き上がりが困難なため、

起き上がりを容易に行えるよう特殊寝台の貸与が必要である。



確認申請を行う場合の注意事項等⑶
（資料P3②に該当する場合）
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●医師の医学的な所見に基づく判断について（P3②）

医学的な所見の確認書類について、次のような場合は利用者の状態が(ⅰ)～(ⅲ)のどれに該当
するのか、何の福祉用具の貸与が必要なのか等、福祉用具の貸与が特に必要である旨の医学的
所見が確認ができないため、再提出を求める場合があります。

・ (ⅰ)～(ⅲ)のどれに該当するかの記載がない

（例）利用者の起き上がりが不安定なので特殊寝台が必要である。

・何の福祉用具の貸与が必要なのか記載がない

（例）利用者はパーキンソン病により状態が不安定で(ⅰ)に該当し危険である。

・ 疾病名等がなく原因が不明確で、サービス担当者会議の内容とも整合性がない

（例）（サービス担当者会議ではパーキンソン病について触れているが）ADLが低下して

おり起き上がりが不安定で特殊寝台が必要である。

・状態と(ⅰ)～(ⅲ)の内容とが一致しない

（例）利用者はパーキンソン病により朝夕の状態が不安定であることから、(ⅱ)急性憎悪

に該当する。

提出する前に、記載内容の確認をお願いします。

なお、提出書類の様式は定めていませんが、様式例を添付しましたので参考にしてください。



主治医 様 

事業所名                  

担 当 者                  

連 絡 先                  

 

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について 
 

 次の被保険者につきまして、「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」に該当する状態

にある可能性があり、福祉用具貸与の可否について検討しています。 

 つきましては、「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」に該当するか、医学的な所見

をお願いいたします。 

被保険者 

氏 名  被保険者番号  

住 所  

要介護度 要支援１ ・ 要支援２ ・ 要介護１ 

                                                  

＜医師記入欄＞ 
 下記の「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」の該当箇所に☑をお願いいたします。 

該当欄 
（☑） 

福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像 

□ (ⅰ) 
頻繁な 

状態変動 

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間
帯によって、頻繁に９５号告示第二十五号のイの状態像に該当する 

□ (ⅱ) 急性増悪 
疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁
に９５号告示第二十五号のイの状態像に該当することが確実に見込
まれる 

□ (ⅲ) 重篤化回避 
疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化
の回避等医学的判断から９５号告示第二十五号のイの状態像に該当
する 

 原因となる疾病名、状態により引き起こされている症状及び必要となる福祉用具の記入を 
お願いいたします。 

福祉用具貸与
が必要な理由 
(医学的な所見) 

疾病名  

 

必要となる 

福祉用具 

□車椅子     □車椅子付属品   □特殊寝台  □特殊寝台付属品 

□床ずれ防止用具 □体位変換器    □認知症老人徘徊感知機器 

□移動用リフト  □自動排泄処理装置 

令和  年  月  日      医療機関名                      

主治医名                       


